
私たちは建設廃棄物のプロフェッショナルです 
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皆様、明けましておめでとうございます。 

旧年中は、私ども関東建設廃棄物協同組合に対し、格別のご

支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、言い尽くされた感がありますが、建設業界は丌況の真

っ只中にあると聞いております。私ども、建設廃棄物処理業界

は漆黒の闇の中にあります。 

この様な状況の中で、われわれ関東建設廃棄物協同組合は何

をなすべきなのか。いうまでもなく、それは今年度、当組合が

目標として掲げた「限度を超えた安値競争の防止」と「二次処

理先の公開」です。 

しかし、双方とも道半ばであり当初の目的には程遠く、丌適

正処理に繋がりかねない状況にあります。このことは何を意味

しているのか。それは、外に対しては「信用」の失墜であり、

内にあっては「相互信頼」の崩壊です。今更といわれるかもしれませんが、今年は「信用」と「信

頼」を、これまで以上に得ることに努めなければならない。と考えております。 

現在の建廃協は、けっして一枚岩ではありません。ある意味で、組合員３５社が一枚岩になる

ことは困難であり、また、なる必要もないかもしれません。しかし、「限度を超えた安値競争の防

止」と「二次処理先の公開」については、話は別であり、一枚岩でなければならないということ

は、自明のことであります。 

この他にも産業廃棄物処理業界を取巻く状況は、相変わらず厳しいものがあります。その一つ

は今国会で成立が予定されている法律の改正であります。規制強化はある意味では正しい方向だ

とは思いますが、現実の問題としては、「正直者が馬鹿をみる」という側面があることも事実です。 

私ども建廃協のスローガンは「建設廃棄物のプロフェッショナル」です。NHK の火曜日のテレ

ビ番組に「プロフェッショナル・仕事の流儀」があります。ある人は「目先の数字を追っていて

は、成長はない」、ある人は「自分の仕事に没頭し、さらに上を目指す」ことだといい、ある人は

「周囲の期待、自覚、それを満遍なく、バラツキなくできること」といっております。 

私どもは、これらのことを肝に銘じ「目先の数字にとらわれず、更なる上を目指し、周囲の期

待と組合としての自覚に対し、満遍なく、バラツキのない事業を展開していきたい。」と考え、諸

問題に取り組んで行く所存であります。 

ご関係各位には倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成 22 年元旦 

関東建設廃棄物協同組合 理事長 齋藤 俊吉

年頭あいさつ 

関東建設廃棄物協同組合 理事長 齋藤 俊吉 
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毎年恒例の「新春セミナー」を 1 月 27 日、千代田区飯田橋にあるホテルグランドパレスにて

開催いたしました。 

今年のセミナーは 92 名もの参加者の中、慶應義塾

大学経済学部の細田衛士教授をお招きし、「法改正の動

向と建設廃棄物処理のゆくえ」と題した講演を行いま

した。講演の内容につきましては次号にて詳しくお届

けする予定です。 

また、講演終了後は社団法人建築業協会（BCS）環

境委員会副産物部会の皆様をお招きして懇親会が行わ

れました。乾杯に先立ち当組合齋藤理事長挨拶のあと、

BCS 環境委員会副産物部会の高橋辰男部会長よりご

挨拶をいただきました。現在の社会情勢を踏まえ、非

常に厳しい現状の中、身の引き締まるお話をいただき、

誠にありがとうございました。 

乾杯は島田顧問発声のもと、和やかな雰囲気の中で

懇親会が催されました。途中、今回ご出席いただいた

BCS の皆様からのユーモアあふれるご挨拶のほか、新

規加入組合員や賛助会員紹介など、たいへん盛り上が

りました。今後も当組合と BCS の皆様との連携を維

持し、よりよい関係を築いていければと思います。本

年もよろしくお願いいたします。 

そして中締めは、伊勢副理事長の三本締めで滞りな

くお開きとなりました。 

皆様にとって良い一年となりますように。 

 

 

速報 新春セミナー・懇親会開催 

懇親会風景 

高橋部会長      島田顧問 

＜追記＞ 

本年の新春セミナーで御講演をいただきました細田教授の御尊父におかれましては、御講演当

日（午前）にご逝去されました。ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

このような大変な日に、予定時間を超過してまで貴重な御講演をいただきました細田先生のご

厚情と責任感に感動を禁じえません。 

当日、先生からいただきました「高付加価値化」と「いままでどのような道を歩んできたかが

問題なのではなく、今後、どのような道を歩むかが問題だ」を肝に銘じて組合の運営に取り組

んでいきたいと考えております。ありがとうございました。（齋藤 記） 

細田教授のセミナー 
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食品の産地偽装、原料の表示偽装、賝味期限偽装等、数年前から「偽装」と言う言葉を良く耳

にするようになりました。中には残り物を次の客に廻す一流料亭も現われ、ついには食べる物に

関しては何も信じられないという人が増えました。 

今、まさに建設廃棄物処理の世界も同じことが起きているといえます。それは、中間処理後の

廃棄物の流れをごまかす「処理ルートの偽装」です。 

建設廃棄物は、多種類の廃棄物が混合廃棄物となって発生する特徴があります。適正にリサイ

クルや焼却または最終処分するためには、中間処理を経由して、選別や減量化など必要な措置を

講じることが重要ですが、同時に様々な廃棄物が中

間処理を経由することで、処理の流れは複雑になる

ことが避けられません。また、適正処理の流れがス

ムーズに行われるために、中間処理業者は一つの廃

棄物に対する搬出先を複数確保することが多いこ

とから、処理ルートはますます複雑になります。取

扱量が多い中間処理施設ほど搬出先が多くなる傾

向が見られ、その二次処理先が数十箇所になること

は珍しくありません。排出事業者から見た場合、こ

の中間処理後の廃棄物の流れが分かりにくいので、

処理ルートが多いと、いかにも適正処理が推進され

ているイメージを持ちやすい面があります。そこに

盲点があります。丌適正な処理ルートを排出事業者

に申し出る処理業者はありませんから、排出事業者

が処理ルートの確実性をつかむためには、処理ルー

トに関する情報だけでは十分ではないのです。 

中間処理施設に搬入された廃棄物は、焼却しない

限り同じ量が搬出されます。中間処理施設の「入」

と「出」の実績量の情報と、二次処理先の処理ルー

トの情報を併せて確認することで、排出事業者は中

間処理業者の信頼性を理解しやすくなります。焼却

する場合でも、ある程度減量化率は算出できますの

で、中間処理の入出バランスを見ることが可能です。 

 

そこで、私たち組合員の中間処理業者は、自主的

に処理の世界を分かりやすく情報公開し、排出事業者の信頼を一層高めるために、中間処理の物

流と処分先を明らかにする「適正処理自主管理システム」を立ち上げることになりました。具体

的には、品目別搬入量と処分先・売却先別の搬出実数を組合のホームページに情報公開するとい

うものです。（http://www.kenpaikyo.or.jp/jishukanri/index.html） 

 特集 1「適正処理自主管理システム」について 

関東建設廃棄物協同組合 副理事長 伊勢 文雄 

組合ホームページ 
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現在、ＢＣＳ副産物部会と、公開された

情報の内容確認の合同視察会を実施する

ことを協議しています。ＢＣＳ加盟各社に

は「適正処理自主管理システム」と同様の

要件を指定業者の選択基準等に役立てて

いただけるよう要望してまいります。 

社内システム変更等の関係から、組合員

全体が一斉にというわけにはいきません

が、今後、多くの組合員の参加をお願いす

るとともに、この「適正処理自主管理シス

テム」が排出事業者の皆様のご理解とご支

援を賜り、組合員がこの厳しい時代を乗り

越える手だての一助となることを期待し

ます。 

 

視察会風景（処理フロー等の確認） 

「視察先：㈱エコワスプラント」 

視察会風景（施設作業等の確認） 

「視察先：東明興業㈱」 
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おかげさまをもちまして弊社システム「e-reverse.com」も新バージョン（以下「V5」）の開

発を無事完了し、去る 1 月 3 日にリリースさせていただくことができました。 

V5 ではハード面を強化してシステムのレスポンスを高めるとともに、従来のウェブサイト上の

インターフェイスではなく、「.NET Framework」というアプリケーションソフトを導入するこ

とでシステムの操作性を一新しました。 

また、機能面においてはマニフェストの修正・削除をシステム内の当事者間の要請・応答によ

って完結させる仕様としたほか、自己運搬・自己処分・広域認定など多様な運用を可能とし、ま

た、処理業者様に対しては紙マニフェスト管理機能を標準機能として装備するなど、随所に利便

性の高い新機能を追加しました。 

 

処理業者様にお使いいただく主要な新機能を中心に、新たなシステムに生まれ変わった

「e-reverse.com V5」の概要をご紹介いたします。 

 

① 「標準品目」の設定： 

・ 従来、同じ廃棄物品目に対して排出事業者様ごとに異なる呼称が、度々マニフェスト情

報の誤入力につながっていたため、建廃協様が発案し、ＢＣＳ様との合意により標準的

な呼称を設定して、これをＶ５で利用できるようにしました。 

・ 「標準品目」を利用するか否かは排出事業者様の選択となります。 

② 「グループ間紐付け」機能： 

・ 旧バージョン（以下「V4」）では、排出事業者様が新規処理業者様と電子マニフェスト

取引を開始する際は弊社で必要な設定を行っていましたが、V5 では排出事業者様から

システム内の連絡（「要請通知」）を受け、これに応答（「容認」）していただくことで、

速やかに取引を開始していただけるようになりました。 

③ マニフェスト運用パターンの選択：（排出事業者様側での選択設定となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特集 2 「V5 システムのご紹介」    

株式会社イーリバースドットコム 取締役営業部長 芥田 充弘 

 Ver.4 Ver.5

①通常運用のみ
・収集運搬、処分とも「委託」

Ａ社
（排出事業者）

Ｂ社
（収集運搬　業者）

Ｃ社
（処分業者）

委託

委託

①通常運用

③自己処分

④報告不要業者による処分（広域認定他）

Ａ社
（排出事業者）

Ｂ社
（収集運搬　業者）

Ｃ社
（処分業者）

Ａ社
（排出事業者）

Ａ社
（＝排出事業者）

Ｃ社
（処分業者）

②自己運搬

Ａ社
（排出事業者）

Ｂ社
（収集運搬　業者）

Ａ社
（＝排出事業者）

Ａ社
（排出事業者）

報告不要業者Ｂ社
（収集運搬　業者）
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④ 許可廃棄物情報の管理： 

・ V4 では弊社が許可廃棄物品目の登録をさせていただいておりましたが、V5 では処理

業者様自ら入力していただくことで、常に最新情報でマニフェスト運用を行っていただ

くことができるようになりました。 

Ver.4 Ver.5

③

◆処理業者の許可廃棄物情報の登録
　⇒ＥＲＣが許可証の写しを受領して実施

（許可内容に変更があった場合などは処理業者側から
　の申告を待たねばならず、最新の許可情報に基づく
　マニフェスト運用ができない。）

◆処理業者の許可廃棄物情報の登録
　⇒廃棄物情報の登録・変更は処理業者自らが行う
　（ＪＷＮＥＴ品目の大中小分類まで許可証登録が
　　可能）
　
◆上記情報の採否
　⇒「廃棄物別運搬経路登録」時、処理業者が登録
　　した許可証情報を参照するか否かは、排出事業
　　者自身（支店単位）で選択可能。

≪ERC≫

処理業者

≪許可情報≫

許可証（写）

排出事業者
≪廃棄物別運搬
経路登録≫

登録

①

②

③

④

登録

参照

≪ERC≫

処理業者≪許可情報≫

排出事業者
≪廃棄物別運搬
経路登録≫

①

②

参照※
登録

登録
※参照するか否かは、排出
　事業者の支店単位で選択

 

       

⑤ 「要請通知」によるマニフェストの修正・削除： 

・ V4 では排出事業者様のみがマニフェストの修正・削除を行えるため、場合によっては

弊社がその代行作業を行っていましたが、V5 では処理業者様からシステム上で修正・

削除の要請を行い、排出事業者様がそれに応答（「容認」）していただくことで修正・削

除を行えるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



⑥ 処分業者様によるマニフェスト情報入力： 

・ 処分業者様も以下の条件を満たす場合、マニフェスト情報の入力を可能としました。 

ａ）運搬経路上の排出事業者様が許可していること 

ｂ）運搬経路上の収集運搬業者様と処分業者様が同一グループ、もしくは収集運搬業者

様が処分業者様のマニフェスト情報入力を容認していること 

※ 処分業者様がマニフェスト情報入力を行っても、収集運搬業者様同様、排出事業者の承

認は必要です。 

 

⑦ 紙マニフェスト管理機能： 

・ V4 での排出事業者様のオプション機能を処理業者様の標準装備としました。紙マニフ

ェストの入力情報をもとに集計が可能となるほか、「産業廃棄物管理票交付等状況報告」

の作成、電子マニフェストの集計結果と合算した各種実績報告書（※）の作成も可能で

す。 

・ 報告書作成機能は本体システムとは別の専用ツールでお届けする予定です。 

※ 実績報告書は「運搬量」（収集運搬業者様）、「受入量」（処分業者様）を集計して作成さ

れるため、この機能を利用して報告を行う場合は電子・紙いずれにおいてもこれらの数

値入力を前提としています。 

 

  ≪紙マニフェスト入力画面（処分業者様）≫ 

 

受入量入力 
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⑧ その他： 

◆ 「e-Picture」の無償化： 

 V4 では登録携帯端末数ごとにご利用料をいただいておりましたが、V5 では無償とさ

せていただきました。  

◆ 未加入排出事業者のデータ取得： 

 V5 では「e-reverse.com」に加入されていない排出事業者様のマニフェストデータを

取込み、「e-reverse.com」上で報告していただくことが可能になります。 

この機能のリリースは今春以降を予定しておりますので、今暫くお待ち下さい。 

◆ データ保存期間の変更： 

システム内で保持するデータ量を抑えて「e-reverse.com」を快適な環境でご利用いた

だくため、V4 では明確に定義されていなかったデータ保存期間を V5 では以下のとお

りとさせていただきました。 

Ver.4 Ver.5

◆未定義 ◆データ保存期間：直近の2年度分
　データ退避期間：保存期間以前の3年度分
◆運用：
　・毎年7月上旬をもって、6年度前のマニフェストデータを退避データ
　　から削除
　・3年度前のマニフェストデータをERCから退避
　・2年度前までのマニフェストデータをERC内に保持（「マニフェスト
　　照会」等の諸機能で閲覧、ダウンロード等が可能）
◆効果：
　・システム内のデータ保持量の肥大化に起因するレスポンスの低下を
　　抑止し、快適な利用環境を提供する。
　※マスターデータ（排出事業場）の削除ルールについては検討中

≪201X年7月X日時点での時系列≫

201X－2年
4月1日

201X－1年
4月1日

201X年
3月31日

201X年
7月X日

201X－3年
4月1日

201X－4年
4月1日

閲覧可能
（約27か月分）

201X－5年
4月1日

201X－6年
4月1日

データ退避
（36か月分）

削除
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はじめに 

富士鋼業㈱は、１９５７年（昭和３２年）製紙原料向けに製材廃材利用の木材チップ生産設備

の機械作りから始まり、『砕く、切る、篩い分ける』基本技術は５０余年後の今日も受け継がれて

おります。『地球環境と資源を大切に』を技術開発理念とし、建設系廃棄物の減量化及び再資源化、

森林資源の有効活用の技術開発に取り組み社会のニーズに応じた機器やシステムの設計・製造・

据付・引渡しまで自社一貫体制で取り組んでいます。 

今回の掲載にあたり、弊社の歩みを含めて概要紹介をさせて頂きます。 

 

会社の沿革 

１９５７年  静岡県静岡市に富士工業株式会社を設立。チッパの製造を開始。 

１９５８年  商号を「富士鋼業株式会社」に変更。 

１９６７年  製材関連機器の製造を開始。 

１９６９年  本社所在地を現在地(静岡県藤枝市)に移転。（写真 1） 

１９７７年  弊社ロングセラー製品となるキングバーカとキングチッパ（写真２）の 

製造及び販売開始。 

１９８０年  廃棄物処理装置の製造及び販売に着手。 

       家屋解体廃木材破砕機ＳＰ型シュレッダ販売開始。（写真３） 

１９８３年  コンクリートガラ破砕機フジコンＵ開発及び販売開始。 

１９９０年  ＳＣＥ社(ニュージーランド)にリングバーカ技術供不を開始。 

１９９１年  建設系混合廃棄物処理システムの１号プラントを静岡市内に納入。 

１９９３年  カルマーナ社(カナダ)にキングバーカ技術供不を開始。 

２０００年  大型油圧式二軸解砕機バリラを開発及び販売開始。 

２００３年  アマンダスカール社(ドイツ)よりペレタイザーの輸入及び販売開始。 

２００４年  ＩＦＥ社（オーストラリア)よりスクリーンの輸入及び販売開始。 

２００５年  国内屈指のＲＰＦ設備を京都市に納入。 

２００７年  国内最大級の木質粉砕機を開発及び販売開始。 

２００８年  林地残材等の生木用破砕機フジ･ウッドホッガーを開発及び販売開始。 

 

 特集 3『地球環境と資源を大切に』富士鋼業の技術開発の基本的な理念です 

富士鋼業株式会社 営業部業務課 課長 中山 豊志 

写真１：事務所と工場 写真２：キングチッパ 写真３：ＳＰ型シュレッダ 
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リサイクル機器及び多種多様な処理プラント 

１）主要なリサイクル機器 

 

 

油圧二軸解砕機『バリラ』 

硬質プラスチップからビニールシートまで、 

硬質･軟質多様な廃棄物及び解体廃木材や 

伐根等の木質廃棄物を確実に解砕します。 

 

 

 

一軸破砕機『イチジク』 

強靭質・繊維質・薄物軟質物（廃プラや

古紙など）の破砕処理に威力を発揮しま

す。 

 

 

 

 

減容固形機『フジパックス』 

廃プラスチックと紙くず及び木くずを 

固形燃料に成形します。（ＲＰＦ） 

 

 

生木破砕機『ウッドホッガー』 

間伐材、伐根、剥き芯、剪定枝、

製材廃材、バークなどの生木廃材

をピンチップ状に破砕します。 

 

 

 

国内最大級の木質粉砕機『ＳＰＦ５００Ｓ』 

建設廃木材、林地残材、間伐材からピンチップにされた 

カーボンニュートラルな木質バイオマスを発電ボイラや 

セメントキルン等の「石炭代替燃料に」します。 
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２）多種多様な廃棄物処理プラント 

富士鋼業(株)は混合廃棄物から廃プラスチック、コンクリートガラ、廃木材、生木まで豊富な 

プラント実績があります。 

 

終わりに 

弊社が廃棄物処理装置の製造・販売に本格着手したのは、沿革にも記載したとおり１９８０年

の第一次石油危機で見直された木くず燃料用の廃木材破砕処理用ＳＰ型シュレッダでありました。 

しかし、それ以前の創業時から製材所で焼却処理される廃材を製紙原料用のチップにし、合板

工場には単板廃材をボイラー燃料用にチップ化するシュレッダを製造しました。 

１９７０年頃からは家屋解体材(角柱)を製紙原料にする為の切削チッププラントを開発し、その

後、コンクリートガラを破砕してＲＣ砕石への再利用など、常に時代を先取りし「リサイクル」「バ

イオマス」という言葉が一般に浸透する以前から各分野に於いて資源の有効活用と再資源化設備

の開発に携わってまいりました。 

昨年、温室効果ガスを９０年比２５％削減という目標を掲げてスタートした鳩山政権。地球温

暖化問題に伴う温室効果ガス削減や環境保全の観点からも、弊社の基本理念『地球環境と資源を

大切に』を肝に銘じて今後も商品開発に努めて参ります。 

最後に「建廃協だより」新春号に、寄稿の機会を下さいました関東建設廃棄物協同組合様なら

びに廃棄物処理企業の皆様に御礼を申し上げます。

混合廃棄物処理プラント 

ＲＰＦプラント 建設廃木材処理プラント 混合廃棄物処理プラント(施工中) 

木質粉砕機（SPF500：2 台並列） 木質ペレット生産プラント 廃石膏ボード処理プラント 

コンクリート廃材処理プラント ダム塵芥処理プラント 
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共同購買・広報委員会 委員長：佐藤 高紀 

 

 今年も「建廃協だより」の年 4 回の発行を目指して活動してまいります。また、当組合の活動

を広く業界や一般の方々に広めていきたいと思います。また、教育活動として「基礎講習会」、｢安

全大会｣などを前年同様実施したいと思います。 

共同購買では、組合員各社のニーズに合った取扱品目や単価設定、最終処分先等の充実により

組合員各社の助力となるよう活動してまいります。 

 

処理システム委員会 委員長：岡林 健二 

 

★ ＢＣＳ合同施設視察会レポート ★  

～西福開発有限会社（最終処分場）と丌法投棄（豊島）～ 

 

 平成２１年１１月２５、２６日、恒例となっているＢＣＳとの合同施設視察会を開催しました。

今回の参加者は、ＢＣＳから副産物部会の田邊副会長と上圷委員の２名、建廃協は処理システム

委員会委員長の岡林理事以下５名、総勢７名でした。 

【西福開発有限会社】 

初日に訪ねた安定型最終処分場の西福開発㈲は、

建廃協の共同購買で確保している処理施設で、組合

員の中間処理から排出される廃プラスチック類を主

に処分していただいています。翌日は、産業廃棄物

の様々な問題が凝縮している有名な豊島丌法投棄現

場を視察し、現在の片付け状況等についてご説明い

ただきました。 

 西福開発㈲（安定型最終処分場）の許可品目は、

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンク

リートくず及び陶磁器くず、がれき類の４品目です

が、県内県外とも廃プラスチック類を中心に埋立を行

っている処分施設です。埋立地面積は３９，３２５㎡、

総埋立容量８１．２万㎥の規模を有しています。 

 当処分場は、搬入路が狭いため、大型車での直接搬

入が難しいことから、処分場手前の国道沿いに積替保

管場所を設けており、大型車で持ち込まれた廃棄物を

自社の４トンダンプに積替えて埋立処分場に搬入す

る方法をとっております。 

 現在、年間約７万㎥ペースで埋め立てており、埋立

委員会活動報告 ２０１０年 

西福開発㈲松田常務と参加者 

積替保管施設 
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残余量は約３０万㎥となっていますが、最近は関東関西とも荷が減っているため、埋立ペースは

さらにダウンすると予測されます。また、新たに埋立

地拡張の申請中で、まもなく（２２年春）１８万㎥の

許可が追加される予定です。埋め立て状況としては、

処分場入り口付近と奥の部分の２箇所で廃プラを埋

め立てていましたが、飛散や臭気等の問題はなく、場

内も良く整備されており、極めて良好な状態でした。 

 また、非飛散性アスベスト（レベル３）廃棄物専用

の埋立場所が設けられていますが、現在のところ搬入

は極めて尐ないとのことでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【豊島廃棄物等処理事業（豊島内施設）】 

 豊島廃棄物等処理事業は、香川県豊島に丌法投棄された廃棄物とそれによって汚染された土壌

を直島に輸送し、焼却・溶融方式によって処理するとともに、その副成物の再利用を図るもので

す。 

まずは、資料館にて一昨年の講演と懇親の集いでご講演いただきました石井 亨氏に豊島事件

の長年にわたる歴史を伺いました。昭和５２年から現在に至るまで、絵巻物語をひも解くように

話される氏のご説明は、大変わかりやすく、参加者一同真剣に耳を傾けていました。 

豊島の処分地では、平成１２年９月から１４年３月

の間に、周辺地域への汚染拡大を防止するため、遮水

壁の打設、廃棄物等の移動や透気・遮水シートの敷設

が施されました。現在の処理事業は、平成１５年９月

より、計画処理量６６．８万トン、１０年間の総予算

５００億円で開始されました。 

掘削区域では、金属・岩石等の特殊前処理物を除去

しながら、土砂主体の箇所とシュレッダーダスト主体

の箇所を、それぞれ重機を使って掘削し、山を作りま

す。土砂主体の山に溶融助剤（生石灰又は炭酸カルシ

最終処分場の許可看板 
廃プラ埋立状況 

資料館で説明する石井亨氏 

処分場全景（奥から入口に向かって） 
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ウム）を添加し、シュレッダーダスト主体の山と混合

後、水素の発生を考慮し約２日間養生します。 

養生済みの廃棄物等は中間保管・梱包施設へ運ばれ、

均一化を図るため一次保管しながら混ぜられます。特

殊前処理物はその専用処理施設へ運ばれ、洗浄装置に

て有害物が取り除かれた後、リサイクル又は直島行き

の廃棄物に混合されます。また、遮水壁によって流出

を防いだ地下水・浸出水は、ポンプで汲み上げ、高度

排水処理施設で浄化した上で放流しています。 

一次保管された混合残渣は、コンテナダンプトラッ

クに積み込まれ、専用フェリーで直島の香川県直島環

境センター 中間処理施設（三菱マテリアル㈱直島製

錬所内）に運ばれます。 

 

（処理状況） 

 平成１５年９月～事業開始。当初の計画処理量

66.8 万トン、総予算５００億円（１０年間）。 

約６年経過で 51.3%の進捗状況、遅れ気味のため

香川県に相談中。 

 今後は、水洗浄技術の導入が検討されている。 

＜了＞ 

 

 

 

 

 

 

 

－今年の活動方針－ 

 本年度の方針として、以下のテーマについて検討していきます。その他個々のテーマは優先順

位を決め一つずつ解決していく方針です。 

①BCS との合同視察会の実施や昨年スタートした適正処理自主管理システムの活動の一環と

して処理ルートの情報公開に基づく合同視察会を実施し、当組合に対する信頼力のアップを図

る 

 ②組合員各施設の情報交換を再開し、定期的に行うことにより技術のレベルアップを図る 

③解体系廃石膏ボードの処理ルートを調査し、丌透明さを是正する 

 

丌法投棄場所（手前は未処理） 

重機で混合調整（炭カル・生石灰混入） 

高度排水処理（左）と 

中間保管・特殊前処理（右） 
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収集運搬委員会 委員長：加瀬 博章 

 

収集運搬にカーボンオフセットを取込み、組合としての環境への取り組みをアピールしてまい

ります。 

 

 

規約等検討委員会 委員長：小林 景子 

 

時代の変化の対応から、諸々の規約等の見直しを通じ、組合活動が組合員にインセンティブを

もたらし、その結果、組合員の利益に繋がる活動を目指します。 

 

 

優良化・電子化推進委員会 委員長：吉田 昌美 

 

電子マニフェストについては、㈱イーリバースドットコムの V5 が今年１月４日より運用を開

始し、若干の混乱がみられたものの、無事、船出した感があります。 

また、東京都第三者評価制度（産廃エキスパート・プロフェッショナル制度）にも、多数の組

合員が申請を行い、順次、審査を受けている状況にあります。 

２つの大きな山を越えた現在、当委員会では、今後、次のような取り組みを考えております。 

①委託契約書の電子化 

②作業証明書の裏面に簡易契約書を作成することでコンプライアンス推進を図る 

③関東建設廃棄物協同組合のＨＰ 組合員ページのセキュリティ性向上 

④ドライバーや新入社員を対象とした講習会開催など、組合員の品質向上を企画 

なお、電子マニフェスト V5 の導入にあたり、当委員会では、電子マニフェスト対応の作業証

明書の標準化を進める構想のもと、標準版の策定の打合せを行ってきました。 

しかし、その後の調査で、組合員各社ではす

でに独自に作成した作業証明書があり、多くの

会社では、V5 の運用開始後も、引き続き使用

していきたい考えであることが判りました。 

そこで、各社のこれまでの経験値を集大成さ

せた標準版を作成し、これから電子マニフェス

トに加入する収集運搬業者などに参考にして

頂こうとの考えのもと、次のような電子マニフ

ェスト作業証明書を検討しております。 

今後は、委員会メンバーで再度、精査を行っ

た後、組合ＨＰなどで公開する予定です。 

 

電子マニフェスト対応作業証明書（イメージ） 
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解体分科会 分科会長：川山 正光 

 

今期取り組んでいる、「解体廃棄物リサイクルリスト」と「（仮称）解体ＥＣＯ証明」 を今後、

実務の場で試行していくと共に、新たな取り組みとして解体現場のマニフェスト使用状況を分科

会独自のデータとして収集し、まとめてまいります。 

  

 

建設汚泥部会 部会長：有田 一成 

 

建設汚泥と関係の深い社団法人日本土木工業協会（土工協）と懇談会を定期的に行えるよう働

き掛けてまいります。 
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 廃棄物処理制度委員会報告書（案）に関するパブリックコメントの結果 

   平成２１年１２月２４日、ホテルフロラシオン青山において中央環境委員会 廃棄物・リサ

イクル部会 廃棄物処理制度委員会（第１２回）が開催され、同委員会報告書（案）に関す

るパブリックコメントの結果が発表された。 

   ２０１０年度、制度見直しのポイントの第一は、元請業者を一律に排出事業者とするなど、

排出事業者の明確化である。また第二は、収集運搬業許可制度の簡素化である。一つの政令

市の区域を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県が許可することが考えられるとしている。

組合は、これらの内容を含め１３件の意見を具申し、回答を得た。今後の法改正に向け、こ

れらの意見がどのように反映されるか注目したい。 

 

 建設リサイクル法施行規則の一部改正に関するパブリックコメント募集 

国土交通省は、平成１２年に施行された建設リサイクル法の見直しを検討している。建設

リサイクル専門委員会のとりまとめにおいて、「対象建設工事の事前届出における内容の充実

及び効率化等の検討・実施」等に取り組むべきとの指摘を踏まえ、同法の施行規則を改正し

所要の措置を図るため、パブリックコメントを募集することとなった。これに対し組合とし

て３件の意見を具申した。国土交通省は改正施行規則を１月中に公布し、４月上旬には施行

したい考え。 

 

 東京都優良産業廃棄物処理業者を認定する第三者評価制度をスタート 

産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に不える負荷の尐

ない取組を行っている優良な業者を、第三者機関として都が指定した(財)東京都環境整備公社

が評価・認定する制度。今回は初回ということもあり 188 社の申請があり、組合員は２３社

が申請した。結果は２月中旬には公表される予定。 

 

 エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）改正 

石油危機管理を契機に昭和５４年に制定された省エネ法が改正される。今回の法改正によ

り、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位（企業単位）でのエネ

ルギー管理に体系が変わる。事業者全体（本社、工場、営業所等）の１年間のエネルギー使

用量（原油換算値）が、合計して 1,500 KL 以上であれば国へ届け出て、特定事業者の指定

を受けることとなった。平成２１年度のエネルギー使用量に基づき平成２２年度から実施さ

れる。 

行政動向・トピックス 

新規組合員加入 

1 月度の理事会において、新規組合員として「勝田環境株式会社」の入会が承認されました。 

勝田環境株式会社 代表取締役 望月 福男 

茨城県ひたちなか市津田 2554 番地の 2   TEL：029（272）2141 

※詳細は組合 HP から組合員一覧のリンクよりご参照ください。 
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コラム 

 今や廃棄物はもうゴミではなく“宝”という認識が、世界でも定着しつつある。実際に世界の

ゴミ事情はどうなのか。世界の同業者を尐し紹介してみよう。 

イギリスでは廃棄物の処理はまだまだ埋め立てが主流。しかし、廃棄物処理業者らは焼却処分

に回すゴミの確保のために奔走しているという。発電燃料にするためだ。年間１５００万トンの

ゴミを焼却することで２０００～３５００メガワットの電力と熱を産出できる可能性があり、国

内の４５０万戸分（最大電力需要の５％に相当）の電力をまかなえるというのだ。石炭火力発電

所に代わる施設として、廃棄物発電処理施設は低コストで建設でき、発電にかかるコストも風力

や原発の約半分という。地球温暖化の問題も、CO2 以上に温室効果が強いメタンガスの発生が抑

えられることなど挙げられている。しかもゴミ収集と発電の両面で利益を得ることができるとい

うのだ。ＥＵ（欧州連合）が求めるゴミの埋め立て量削減目標を達成できない場合に支払わなけ

ればならない罰金の額も、抑えられるかもしれないと。 

さてアメリカはというと…。１２月２６日になると大量に廃棄されるもみの木。それはそれは

相当な数になるが、そのほとんどが埋め立て処分に回っているそうで、昨年このもみの木を求め

て処理業者が殺到したという。チップ燃料として売却するためだ。正直、このニュースを知って

今ごろチップ化の波が起きているのかと思ったのではあるが…。 

ゴミを“宝”と見るか、ただの“廃棄物”と見るか。実は私たちは宝に囲まれて暮らしている

とうことか。世界の同業者も“宝”を求めて争奪戦が繰り広げられているのだから。何よりもか

けがえのない地球という宝の星の上で。 

 

あとがき 

新年明けましておめでとうございます。 

 本年も関東建設廃棄物協同組合、並びに組合員各社をよろしくお願いいたします。 

 

一昨年のリーマンショック以降の世界的経済丌況が未だ回復されないまま新しい年を迎え、今

また二番底が来るということも経済の専門家の方々が言われておりますが、業界としてこの難局

を一致団結して乗り越えていきたいと思います。一昨年、昨年と暗い話題ばかりが多かったです

が、今年こそは明るい話題が多いことを期待してこの一年を送りたいと思います。 

 

建廃協だより ２０１０．新年号 

企画・編集：共同購買・広報委員会 

発行：関東建設廃棄物協同組合 

〒104-0031 東京都中央区京橋２－６－６ 藤木ビル３F 

   TEL 03-5159-8171  FAX 03-5159-8173 

   http://www.kenpaikyo.or.jp 

コラム・あとがき                     ～編集部～ 
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私たちは、建設廃棄物のプロフェッショナルです。 

 

正会員・賛助会員一覧 

正会員（35 社） 

㈱IWD ☎046-235-6000 ㈲コトブキ環境 ☎03-3522-5858 

㈱有明 ☎03-3522-5353 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾘｻｲｸﾙ･ｼｽﾃﾑ ☎042-337-0777 

石田興業㈱ ☎0285-84-1161 ㈲昇鋭金属 ☎03-5710-1829 

市川燃料チップ㈱ ☎03-3636-3280 新和環境㈱ ☎03-3208-5047 

㈲イワモト ☎044-511-9381 成友興業㈱ ☎042-558-4111 

栄和リサイクル㈱ ☎03-5273-4446 ㈱総武開発 ☎047-357-1155 

㈱エコ・ファクトリー ☎042-379-0013 ㈱大進興業 ☎04-2944-7891 

㈱エコワスプラント ☎042-588-0072 ㈱タイセイリサイクル ☎042-945-1190 

大久保興業㈱ ☎042-335-4588 ㈱タケエイ ☎03-6361-6830 

㈲大空土木 ☎042-560-5717 東亜建業㈱ ☎03-5229-6851 

上総商産㈱ ☎03-3522-7281 東明興業㈱ ☎03-5910-2771 

勝田環境㈱ ☎029-272-2141 東葉産業㈱ ☎03-5664-0850 

㈱川上商店 ☎042-379-0011 増尾リサイクル㈱ ☎03-3805-2106 

㈱共同土木 ☎048-771-7973 丸徳興業㈱ ☎043-255-1316 

協栄興業㈱ ☎048-718-0311 ㈱ユーワ ☎042-944-1956 

クリーンサービス㈱ ☎042-491-9888 ㈱リフレックス ☎0468-33-0700 

㈲クロダ ☎03-3677-0546 ワイエム興業㈱ ☎048-933-3000 

㈱光洲産業 ☎044-822-0795   

 

賛助会員（23 社） 

㈱アーステクニカ ☎03-3230-7154 都築鋼産㈱ ☎03-3914-8511 

㈱イーリバースドットコム ☎03-6402-8851 東芝テック㈱ ☎0558-76-9456 

㈱エコグリーン ☎03-3537-3240 東京トリムテック㈱ ☎03-3492-3430 

㈱エコテック ☎0424-79-1921 東武運輸㈱ ☎0485-32-1313 

㈱カムテックス ☎03-3264-4900 内藤環境管理㈱ ☎048-887-2590 

環境保全㈱ ☎03-6361-6854 日生運輸㈱ ☎0869-67-1000 

㈱北川鉄工所 ☎03-3844-7108 富士鋼業㈱ 東京(支) ☎03-3263-5128 

㈱協伸製作所 ☎045-503-2061 ㈱御池鐵工所 関東(営) ☎048-261-1166 

コマツ建機販売㈱ ☎042-752-7115 三菱化学物流㈱ 九州(支) ☎093-643-2660 

シグマテック㈱ ☎03-5651-2201 リファインバース㈱ ☎03-3538-1712 

㈱スカラベサクレ ☎093-321-3050 ﾛｼﾞｺﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ ☎03-6857-0221 

仙台環境開発㈱ 東京(営) ☎03-3580-1711 平成 22 年 1 月現在 
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